
一
頁

○
文
部
科
学
省
令
第
十
号

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
九
条
の
三
第
一
項
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
ロ
及
び
第
四
号

、
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
許
状
更
新
講
習
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

渡
海

紀
三
朗

免
許
状
更
新
講
習
規
則

（
講
習
開
設
者
の
資
格
）

第
一
条

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
。
以
下
「
免
許
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
三
第
一
項
各

号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

免
許
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
養
護
教
諭
養
成
機
関
、
免
許
法
別
表
第
一
備
考
第
二
号
の
三
及
び
第
三
号
に
規
定

す
る
教
員
養
成
機
関
、
免
許
法
別
表
第
二
の
二
備
考
第
二
号
に
規
定
す
る
栄
養
教
諭
の
教
員
養
成
機
関
並
び
に
教
育
職
員

免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
。
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
免
許
法
施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
及
び
同
条
第
二
項
の
表
の
第
四
欄
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
校
の
教
員
養



二
頁

成
機
関

二

都
道
府
県
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
若

し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
の
教
育
委
員
会

三

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
者

（
認
定
の
申
請
）

第
二
条

大
学
又
は
前
条
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
開
設
し
よ
う
と
す
る
講
習
に
つ
い
て
、
免
許
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
講
習
開
始
六
月
前
ま
で
に
、
当
該
講
習
に
関
し
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

講
習
の
名
称

二

会
場

三

期
間

四

受
講
予
定
人
員
及
び
受
講
対
象
者



三
頁

五

講
習
の
内
容
及
び
時
間

六

講
師
の
氏
名
、
主
要
職
歴
及
び
担
当
講
習

七

修
了
の
認
定
（
免
許
法
第
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
修
了
の
認
定
を
い
う
。
以
下
次
号
及
び
第
六
条
に
お

い
て
「
修
了
認
定
」
と
い
う
。
）
の
時
期

八

修
了
認
定
の
方
法

九

そ
の
他
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
事
項

（
変
更
の
届
出
）

第
三
条

免
許
状
更
新
講
習
の
開
設
者
が
、
前
条
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
講
習
の
内
容
）

第
四
条

免
許
法
第
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

教
職
に
つ
い
て
の
省
察
並
び
に
子
ど
も
の
変
化
、
教
育
政
策
の
動
向
及
び
学
校
の
内
外
に
お
け
る
連
携
協
力
に
つ
い
て

の
理
解
に
関
す
る
事
項



四
頁

二

教
科
指
導
、
生
徒
指
導
そ
の
他
教
育
の
充
実
に
関
す
る
事
項

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
の
詳
細
な
内
容
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
。

（
講
習
の
講
師
）

第
五
条

免
許
法
第
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
職
員
で
あ
っ
て
、
免
許
状
授
与
の
所
要
資
格
を
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
授
業
科
目
を

担
当
し
て
い
る
者

二

大
学
又
は
大
学
共
同
利
用
機
関
の
職
員
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
教
授

し
、
又
は
研
究
に
従
事
し
て
い
る
者

三

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
職
員
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
に
従
事

し
て
い
る
者

四

文
部
科
学
大
臣
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
認
め
る
者

（
修
了
認
定
の
方
法
及
び
基
準
）

第
六
条

修
了
認
定
は
試
験
に
よ
る
成
績
審
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
し
、
当
該
修
了
認
定
の
基
準
は
、
文
部



五
頁

科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
。

（
運
営
）

第
七
条

免
許
状
更
新
講
習
の
開
設
者
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
自
ら
実
施
す
る
免
許
状
更
新
講
習
の
内
容
等
に
関
す
る
受

講
者
の
意
向
を
把
握
し
、
当
該
意
向
を
適
切
に
反
映
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

免
許
状
更
新
講
習
の
開
設
者
は
、
免
許
状
更
新
講
習
を
行
っ
た
後
、
当
該
免
許
状
更
新
講
習
の
運
営
状
況
、
効
果
等
に
つ

い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
当
該
免
許
状
更
新
講
習
の
改
善
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
水
準
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

免
許
状
更
新
講
習
の
開
設
者
は
、
前
項
の
評
価
を
行
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
評
価
の
結
果
を
文
部
科
学
大
臣
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
取
消
）

第
八
条

免
許
状
更
新
講
習
の
開
設
者
が
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
そ
の
認

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
講
習
を
受
講
で
き
る
者
）



六
頁

第
九
条

免
許
法
第
九
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
教
育
の
職
に
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
普
通
免
許
状
若
し
く
は
特
別
免
許
状
を
有
す
る
者
、
普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
者
、
教
員
資
格

認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
、
免
許
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定

め
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
第
二
条
の
表
の
上
欄
各
号

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
五
条

の
三
に
規
定
す
る
職
員
そ
の
他
の
学
校
給
食
の
栄
養
に
関
す
る
専
門
的
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指
導
及

び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
並
び
に
教
育
委
員
会
の
事
務
局
に
お
い
て
学
校
給
食
の
適

切
な
実
施
に
係
る
指
導
を
担
当
す
る
者
並
び
に
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中

学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
（
以
下
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
専
ら
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
養
護
に
従
事
す
る
職
員
で
常
時
勤
務
に
服
す
る
者

二

指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
そ
の
他
教
育
委
員
会
に
お
い
て
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導

等
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
者



七
頁

三

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
又
は
次
に
掲
げ
る
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
で
、
前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る

者
と
し
て
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者

イ

国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関

法
人

ロ

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人

ハ

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人

ニ

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
、

文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
者

２

免
許
法
第
九
条
の
三
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
普
通
免

許
状
若
し
く
は
特
別
免
許
状
を
有
す
る
者
、
普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
者
、
教
員
資
格
認
定
試
験
に
合
格
し
た

者
、
免
許
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者

又
は
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
第
二
条
の
表
の
上
欄
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。



八
頁

一

学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
又
は
教
育
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
教
育
職
員
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
（
前

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

二

次
に
掲
げ
る
施
設
に
勤
務
す
る
保
育
士

イ

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園

ロ

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
又
は
同
法
第
五
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
（
い
ず
れ
も

幼
稚
園
を
設
置
す
る
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三

教
育
職
員
に
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者

（
文
部
科
学
大
臣
に
よ
る
免
許
状
更
新
講
習
の
実
施
）

第
十
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
免
許
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
い
な
い
と
き
、
免
許
状
更
新
講
習
の
開
設

者
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
免
許
状
更
新
講
習
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た

と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
免
許
状
更
新
講
習
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で



九
頁

き
る
。附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

免
許
法
附
則
第
八
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
又
は
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
者
で
あ
っ
て
、
第
九
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
者
は
、
当
分
の
間
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
免
許

法
第
九
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
教
育
の
職
に
あ
る
者
と
す
る
。

３

免
許
法
附
則
第
八
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
又
は
改
正
法
附
則
第
十
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
第
九
条
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
者
は
、
当
分
の
間
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
免

許
法
第
九
条
の
三
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
と
す
る
。


